
 

(第６回変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 2020年  3月 25日 

契 約 業 者 名 鹿島道路（株） 

契約業者の住所 

東京都文京区後楽１－７－２７ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
大和川線舗装その他工事                         

 

工 事 場 所 

大阪府堺市堺区築港八幡町～松原市三宅西７丁目付近 

                                                                       

                                                             

工 事 種 別 舗装 

 

 

 

 

工 事 概 要 

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(本線部) 88,117.6m2 

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(ﾗﾝﾌﾟ部) 11,881.9m2 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(本線部) 15,987.0m2 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ﾗﾝﾌﾟ部) 10,684.6m2 

路面排水工 １式 

すりつけ版工 １式 

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補強版工 １式 

導水工 １式 

付属施設工（ﾗﾝﾌﾟ部） １式 

ﾄﾝﾈﾙ付属物工（本線） １式 

 

道路付属施設工 １式 

国道26号鉄砲ﾗﾝﾌﾟ接続部改良工 １式 

上面整備工 １式 

仮設工 １式 

共通仮設費 １式 

工 期 ( 自 ) 2017年 10月  3日 

工 期 ( 至 ) 2020年  7月 31日 

契 約 金 額        5,060,875,000 円 

変 更 金 額          414,820,000 円 増 

変更後の契約金額        5,475,695,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



１．詳細設計完了等に伴う追加・変更

　　　　

２．安全対策関連の追加・変更

３．交通管理工に関する変更

４．工事の一部しゅん工および工期の延期

公安委員会との協議の結果に基づき、区画線工において、速度超過防止対策の実施、数
量の精査を行う。

工事用車両出入口に配置する交通誘導警備員について、本工事が代表して配置すること
となったため、期間及び配置員数の変更を行う。また、常磐西ランプ部において、新た
に工事用車両出入口を設けることとなり、本工事で交通誘導警備員を配置することと
なったため、追加を行う。

大和川線供用に伴い、完成部分をⅣ期工事として部分しゅん工を行う。
なお、残工事をⅤ期工事とし、工期の延期を行う。

工　　期：
Ⅰ期工事　平成29年10月 3日　～　平成31年 3月31日
Ⅱ期工事　平成29年10月 3日　～　令和 1年12月26日
Ⅲ期工事　平成29年10月 3日　～　令和 2年 3月29日
Ⅳ期工事　平成29年10月 3日　～　令和 2年 3月31日
Ⅴ期工事　平成29年10月 3日　～　令和 2年 7月31日

変 更 契 約 理 由 書

大和川線舗装その他工事　第６回変更

別業務で実施していた詳細設計完了に伴い、本線部・ランプ部における路面排水工、ト
ンネル付属物工、付属施設工等の追加・変更を行う。


